
耐震安全性の分類

構造体 建築非構造部材 建築設備
対象施設

（１）
災害対策法基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2条第 3号に規定する指定行政機関が使用する官庁
施設（災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並
びに危険物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。以下（２）から（１１）において同じ。）

（２）
災害対策法基本法第 2条第 4号に規定する指定地方行政機関（以下「指定地方行政機関」という。）
であって、2以上の都道府県は道の区域を管轄区域とするものが使用する官庁施設及び管区海上保安
部が使用する官庁施設

Ⅰ類 A類 甲類

（３）
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県並びに大規模地震対策特別
措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第 3条第 1項に規定する地震防災対策強化地域内にある（２）に掲
げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設

（４）
（２）及び（３）に掲げる物意外の指定地方行政機関が使用する官庁施設並びに警察大学校等、機動
隊、財務事務所等、河川国道事務所等、港湾事務所等、開発建設部、空港事務所等、航空交通管制部、
地方気象台、観候所、海上保安監部等及び地方防衛支局が使用する官庁施設

（５） 病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設

（６） 病院であって、（５）に掲げるもの以外の官庁施設

（７） 学校、研修施設等であって、災害対策木方法第 2条第 10 号に規定する地域防災計画において避難所
として位置づけられた官庁施設（（４）に掲げる警察大学校等を除く。）

（８） 学校、研修施設等であって、（７）に掲げるもの以外の官庁施設（（４）に掲げる警察大学校等を
除く。）

（９） 社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設

（１０）放射線物質もしくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設

（１１）石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類灯を貯蔵又は使用する官庁施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設

（１２）（１）から（１１）に掲げる官庁施設以外のもの

Ⅱ類 A類 甲類

Ⅰ類 A類 甲類

Ⅱ類 A類 甲類

Ⅱ類 A類 乙類

Ⅱ類 B類 乙類

Ⅰ類 A類 甲類

Ⅱ類 A類 甲類

Ⅲ類 B類 乙類

部位 分類 耐震安全性の目標

構造体

建築非構造部材

建築設備

Ⅰ類 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が
図られるものとする。

Ⅱ類 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が
図られるものとする。

Ⅲ類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が
図られるものとする。

A類

B類

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が
発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを
目標とする。

甲類

乙類

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく必要な設備機能を相当
期間継続できることを目標とする。

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標とする。

項目 耐震性能目標

入力地震動 上部構造 免震材料 基礎・地盤

稀に発生する
地震動

短期許容応力度以内
眉間変形角 1/300 以下

安定変形以内
γ≦125％

引張力は生じない

極めて稀に
発生する地震動

短期許容応力度以内
眉間変形角 1/200 以下

性能保証変形以内
γ≦250％

基準面圧の 2倍以内
限界引張強度以内

短期許容応力度以内
短期許容支持力度以内

1）免震材料の変形に関しては、支承の最小径のせん断ひずみ 400％を終局限界変形と定義し、性能保証変形は終局限界変形の 2/3 程度以内、安定変形は性能
保障変形の 1/2 と定義する。

2）擁壁とのクリアランスは 600mmとする。

3）床の応答加速度に対する目標値は、極めて稀に発背うする地震動時に 1~6 階で 300cm/S2 程度以内とする。



屋根（鉄骨）

屋根（ＲＣ）

議場・傍聴

執務室、会議室

倉庫

書庫（移動書架）

多目的ホール、研修室

市民ロビー

機械

床版又は小梁
計算用

大梁、柱、基礎
計算用

地震力
計算用

床積載荷重表 （Ｎ/㎡）

980 0 0

備　考

980 600　 400 通常人が使用しない

2900 2600 1600 固定席

4900 1800 800

7800 6900 4900

11800 10300 7400

3500 3200 2100

3500 3200 2100

4900 2400 1300

床版、小梁用は割増

その他

実状に合わせる



2階以上の範囲

免震層

免震層
RC造

S造

RC造

S造



球面すべり支承
中摩擦

基準摩擦係数
 μ=0.043

SSB30M M60-300-450

符　号摩　擦 製品形式番号 スライダー直径（ｍｍ） 配置数

球面すべり支承
低摩擦

基準摩擦係数
 μ=0.013

SSB35M

SSB40M

SSB15L

SSB35L

SSB40L

M60-350-450

M60-400-450

L60-150-450

L60-350-450

L60-400-450

300φ 2

350φ 8

400φ 4

150φ 13

350φ 3

400φ 10

40計


